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二重殻タンクの内殻

危険物の微少な漏れを検知しその
漏えい拡散を防止するための告示
で定める措置が講じられているも
の

二重殻タンクの強化プラスチック製
の外殻のうち、地下埋設タンク等と
の間げきに危険物の漏れを検知す
るための液体が満たされているも
の

地下貯蔵タンク

危 険 物 の
漏れを覚知
しその漏え
い拡散を防
止するため
の 措 置 が
講じられて
いる場合

二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻

１年以内に１回（下記に該当しない場合）

告示第７１条第３項（１と２は「かつ」）
１ 直径０．３ミリ以下の開口部からの危険物の

漏れを検知することができる設備により常時監
視していること。

２ タンク室その他漏れた危険物の流出を防止す
るための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設け
られていること。ただし、内面に腐食を防止する
ためのコーティングを講じた地下貯蔵タンクに
あっては、この限りでない。

告示第７１条第４項（１と２は かつ）
１ 危険物の漏れを次のイ又はロにより確認すること。

イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管により、
１週間に１回以上危険物の漏れを確認していること。

ロ 危険物の貯蔵又は取扱い数量の百分の一以上の精度
で在庫管理を行い、一週間に一回以上危険物の漏れを
確認していること。

２ タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区
画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。ただし、
内面に腐食を防止するためのコーティングを講じた地下貯
蔵タンクにあっては、この限りでない。

完成検査（設置・交換）を受けた日から15年を超えないもの

地

下

タ

ン

ク

等

漏

れ

の

定

期

点

検

施

設

等

新
設
及
び
既
設
の
製
造
所
等

３
年
以
内
に
１
回

漏
れ
の
点
検
を
し
な
く
て
よ
い

タ
ン
ク
及
び
部
分

地下タンク等の漏れ点検の期間等の改正
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１年以内に１回（下記の該当しない場合）

告示第第71条の２第２項
（１と２は「かつ」）
１ 直径０．３ミリ以下の開口部からの危険物の漏れを検知

することができる設備により常時監視していること。
２ さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区

画が地下埋設配管の周囲に設けられていること。ただし、
当該配管に電気防食の措置が講じられている場合又は当
該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないも
のである場合にあっては、この限りでない。

危険物の漏
れを覚知し
その漏えい
拡散を防止
するための
措置が講じ
られている
場合

告示第７１条の２第３項（１と２は かつ）
１ 危険物の漏れを次のイ又はロにより確認すること。

イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管により、一週に一
回以上危険物の漏れを確認していること。

ロ 危険物の貯蔵又は取扱い数量の百分の一以上の精度で在庫管理
を行い、一週間に一回以上危険物の漏れを確認していること。

２ さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋
設配管の周囲に設けられていること。ただし、当該配管に電気防食の
措置が講じられている場合又は当該配管が設置される条件の下で腐
食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

完成検査（設置・交換）を受けた日から15年を超えないもの

危険物の微少な漏れを検知し
その漏えい拡散を防止するた
めの措置が講じられている場
合
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地下埋設配管
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地下埋設配管の漏れ点検の免除対象の改正


